
 

 

 

 

3．計画策定の視点 



 

12 

 

1. 環境問題に関わる近年の社会動向 
（１）生活環境 

⽣活環境に関わる事項は多岐に渡り、それらは⼤まかに典型７公害（⼤気・⽔質汚濁・⼟壌
汚染・騒⾳・振動・地盤沈下・悪臭）へと分けられます。 

近年ではそれらに加えて、東⽇本⼤震災に伴う原⼦⼒発電所の事故を契機とする「放射性物
質汚染対処特措法（2011 年（平成 23 年）制定）」や、中国から⽇本への⼤規模な越境⼤気汚
染を契機とした「微⼩粒⼦状物質（PM2.5）に係る注意喚起の暫定指針（2013 年（平成 25 年）
作成）」など、新たな⽣活環境に関わる法律等も設定されています。 

また近年、⼤量⽣産・⼤量消費・⼤量廃棄型社会が問題視されており、天然資源の消費を抑
制して環境負荷を低減した「循環型社会」
を目指す動きが高まっています。 

そのような背景から、我が国では「循
環型社会形成推進基本計画」を策定して
おり、2018 年（平成 30 年）に策定され
た最新計画では、「①地域循環共⽣圏形
成による地域活性化」、「②ライフサイ
クル全体での徹底的な資源循環」、「③
適正処理の更なる推進と環境再⽣」の 3
つを重要な方向性として掲げています。 

 

（２）自然環境 

人々の⽣活と自然環境は密接に繋がっており、⼤気や⽔、地形・地質や、動植物の⽣態系等
を守ることは重要な課題となっています。 

我が国では、それらの自然環境を守るため、環境に著しい影響を及ぼす恐れのある開発等（道
路、ダム事業など）を⾏う際、事前に「環境アセスメント（環境影響評価）」を⾏い、環境破
壊が起こらないよう配慮することが必要となっています。 

また、2010 年（平成 22 年）に名古屋
市で開催された「⽣物多様性条約第 10
回締約国会議（COP10）」では、2020
年（平成 32 年）までに達成すべき 20
の目標を掲げた「愛知目標」が採択され、
国ではその目標を受け、2012 年（平成
24 年）に新国家戦略「⽣物多様性国家戦
略 2012-2020」を策定し、目標達成に
向けたロードマップを提示しました。 

  

自然環境 
H4 「森林に関する原則声明」採択【世界】 
H9 「環境影響評価法」制定【国】 
H20「生物多様性基本法」制定【国】 
H22「生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）」

開催【世界】 
H22 「名古屋議定書」採択【世界】 
H22 「愛知目標」採択【世界】 
H22 「北海道生物多様性保全計画」策定【北海道】 
H23 「環境影響評価法」への「戦略的環境アセスメント」 

手法の導入【国】 
H24 「生物多様性国家戦略 2012-2020」策定【国】 
 

生活環境 
S43 「⼤気汚染防止法」、「騒音規制法」制定【国】 
S45 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」制定【国】 

「⽔質汚濁防止法」制定【国】 
S46 「悪臭防止法」制定【国】 
S51 「振動規制法」制定【国】 
H12 「循環型社会形成推進基本法」制定【国】 
H13 「資源の有効な利用の促進に関する法律」制定【国】 
H14 「土壌汚染対策法」制定【国】 
H25 「微小粒⼦状物質（PM2.5）に係る注意喚起の 

暫定指針」作成【国】 
H30 「第四次循環型社会形成推進基本計画」策定【国】 
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（３）地球環境 

昨今、地球温暖化に伴う気候変動の影響が世界的に⼤きくなっており、我が国でも短時間豪
⾬や⻯巻などの異常気象が各地で発⽣しています。 

それらの影響から、2015 年（平成 27 年）12 ⽉の気候変動枠組条約第 21 回締約国会議
（COP21）でパリ協定が採択され、我が国は 2016 年（平成 28 年）11 ⽉ 8 ⽇に協定を締結し、
2030 年度（平成 42 年度）までに 26％（2013 年度⽐）の温室効果ガス排出量を削減するこ
とを目標としました。 

地球温暖化には、我々が普段使⽤しているエネルギーも密接に関わっており、我が国では 1
次エネルギーの多くを海外輸入の化⽯燃料に頼っている状況で（2016 年時点で全体の 89%）、
⼤きな課題となっています。 

そのような背景から、我が国では「エ
ネルギー基本計画」を策定しており、
2018 年（平成 30 年）に策定された最新
計画では、電源構成における再⽣可能エ
ネルギーの割合を高めつつ、原⼦⼒発電
や化⽯燃料への依存度を下げるとともに、
省エネルギーを進めることとしています。 
 

（４）環境学習 

1992 年（平成 4 年）に開催された「環境と開発に関する国連会議（地球サミット）」で、
地球再⽣の⾏動計画「アジェンダ 21※」が採択され、その中で、持続可能な開発の促進には、
教育が不可⽋であることが明記されました。 

2002 年（平成 14 年）の国連総会で、2005 年（平成 17 年）からの 10 年を「国連持続可
能な開発のための教育（ESD）※の 10 年」とすることが採択され、2014 年（平成 26 年）に
後継プログラムとしてのグローバル・アクション・プログラム※が国連総会で承認されました。 

我が国においては、2003 年（平成 15
年）に「環境の保全のための意欲の増進
及び環境教育の推進に関する法律」が成
⽴し、その後は国際的な動きも踏まえ、
2011 年（平成 23 年）に一部法改正され
て「環境教育等による環境保全の取組の
促進に関する法律」となり、国⺠や⺠間
団体等との協働取組や学校教育における
環境教育の充実などが盛り込まれました。  

                                           
※ アジェンダ 21︓環境と開発の統合のための２１世紀に向けた具体的な⾏動計画です。前文及び①社会的・経済的側面、②開発資源の保護と管

理、③主たるグループの役割の強化、④実施⼿段の 4 部から構成されています。⼤気保全、森林、砂漠化、⽣物多様化、淡⽔資源、海洋保護、
廃棄物等の具体的な問題についてのプログラムを示すとともに、その実施のための資⾦メカニズム、技術移転、国際機構、国際法の在り方等に
ついても規定しています。 

※ 持続可能な開発のための教育（ESD）︓環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近なところ
から取り組むことにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や⾏動を⽣み出し、それによって持続可能な社会を創造していくことを
目指す学習や活動を指します。 

※ グローバル・アクション・プログラム︓2013 年（平成 25 年）に採択された、「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」の後継プログラ
ムです。全ての人が知識、技能、価値観、態度を得る機会を持つために教育・学習を再方向付けし、持続可能な開発に貢献し、実際に成果を上
げるよう能⼒向上することと、持続可能な開発を促進する全ての関連アジェンダ・プログラム・活動において教育・学習の役割を強化すること
を目標としています。 

環境学習 

H14 「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」採択
【世界】 

H15 「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の 
推進に関する法律」制定【国】 

H17 「北海道環境教育基本⽅針」制定【北海道】 
H23 「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する

法律」制定【国】 
H26 「北海道環境教育等⾏動計画」策定【北海道】 
H26 「グローバル・アクション・プログラム」承認（H14 「国連

持続可能な開発のための教育の 10 年」の後継プログ
ラム）【世界】 

 

地球環境 
H24「気候変動枠組条約第 18 回締約国会議（COP18）」

開催「ドーハ合意」採択（京都議定書の 8 年延⻑、
⽇本不参加）【世界】 

H24 「北海道省エネルギー・新エネルギー促進⾏動計画 
【第 II 期】」策定【北海道】 

H27「気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）」
開催【世界】 

H27 「パリ協定」採択【世界】 
H30 「第 5 次エネルギー基本計画」策定【国】 
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（５）環境全般 

2015 年（平成 27 年）9 ⽉に国連で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」
は、国際社会全体が、これらの人間活動に伴い引き起こされる諸問題を喫緊の課題として認識
し、協働して解決に取り組んで⾏くことを決意した画期的な合意として採択されました。 

「持続可能な開発目標（SDGs）」では 17 のゴールが設定されており、「ゴール 6（⽔）」、
「ゴール 12（持続可能な⽣産・消費）」、「ゴール 13（気候変動）」、「ゴール 14（海洋）」、
「ゴール 15（⽣態系・森林）」等は環境と関わりが深くなっています。その他にも、経済・社
会・環境の諸課題を 統合的に解決することの重要性が示されています。 

我が国においては、内閣総理⼤⾂を本
部⻑とする「持続可能な開発目標（SDGs）
推進本部」を設置し、政府や地方自治体、
企業等の役割等を示す「持続可能な開発
目標（SDGs）実施方針」を定めている
ほか、環境省においても、環境に関連し
ている項目について国内外における施策
を積極的に展開することとしています。 
 
 

環境全般 
H5 「環境基本法」制定（公害対策基本法廃止）【国】 
H8 「北海道環境基本条例」制定【道】 
H9 「環境影響評価法」制定【国】 
H10 「北海道環境基本計画」策定【北海道】 
H27 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」採択 

【世界】 
H27 「持続可能な開発目標（SDGs）」設定【世界】 
H28 「SDGs 推進本部」設置【国】 
H28 「北海道 SDGｓ推進本部」設置【北海道】 
H30 「第五次環境基本計画」策定【国】 
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45.8%

54.2%

男性 ⼥性
n=757

2.7%
5.2%

10.2%

12.9%

15.6%
22.4%

31.1%

15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳

50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

n=776

2. 市⺠意向 
（１）環境に関する市民アンケート調査の実施概要 

本市における環境に関する施策方針の検討を進めるにあたり、市⺠の意向を的確に把握し、
それを計画に反映できるようにするため、15 歳以上の市⺠ 2,000 名（無作為抽出）を対象に
アンケート調査を⾏いました。 

【市⺠アンケート調査の概要】 

調査対象 ︓15 歳以上の市⺠ 

配布数 ︓2,000 票 

回収結果 ︓783 票（回収率︓39.2％） 

調査期間 ︓2018 年（平成 30 年）1 ⽉ 10 ⽇〜1 ⽉ 25 ⽇ 

 

※SA はシングルアンサー（Single answer）の略で質問に対して回答が 1 つのものです。 
また、MA はマルチアンサー（Multi answer）の略で複数回答可の質問です。 

 

 

（２）回答者の属性 

①性別、年齢 
回答者について、性別は男性が 45.8％、⼥性が 54.2％で、年齢は 70 代以上が 31.1％と最

も多く、60 代（22.4％）、50 代（15.6％）、40 代（12.9％）と続きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 図 11 性別 SA 図 12 年齢 SA 
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②職業、家族構成 
職業は無職が 31.7％と最も多く、会社員（21.8％）、パート・アルバイト（14.0％）と続

きます。家族構成は親⼦（2 世代）が 38.7％と最も多く、夫婦（⼦どもなし）（33.4％）と続
きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 図 13 職業 SA 図 14 家族構成 SA 

 
 

③所有している自動⾞台数、居住地区 
所有している自動⾞台数は 1 台が 39.4％と最も多く、2 台（37.3％）と続きます。その中、

所有なしは 13.4％となっています。居住地区は中央地区（28.4％）と市街地区（28.1％）で 5
割以上を占めており、⼤滝区は 2.2％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 15 所有している自動⾞台数 SA 図 16 居住地区 SA 

 

14.5% 33.4% 38.7%
7.7%

5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身 夫婦(⼦どもなし) 親⼦(2世代) 親・⼦・孫(3世代) その他

n=770

21.8%
5.9%

5.7%
2.3%

14.0% 9.9%
3.2%

31.7% 5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会社員 公務員 自営業

農林⽔産業 パート・アルバイト 家事専業

学生 無職 その他

n=774

39.4% 37.3% 9.9% 13.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1台 2台 3台 なし

n=767

4.7%
7.8% 17.4% 28.4%

1.7%
6.1%

3.6%
28.1% 2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⻩⾦地区 稀府地区 東地区 中央地区 関内地区

⻑和地区 有珠地区 市街地区 ⼤滝区

n=774
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（３）市民意向調査結果（要点抜粋） 

①伊達市の環境問題で関⼼のある分野 
「地球温暖化・気候の変動」が 45.2％と最も多く、「⽣活環境の清掃・美化、良好な景観の

保全（35.4％）」、「廃棄物の処理やごみ減量化・リサイクルなどの問題（29.9％）」、「エ
ネルギーの有効活⽤（27.1％）」と続き、「地球温暖化（地球環境）」、「エネルギー（地球
環境）」、「清掃、美化、景観（⽣活環境）」、「廃棄物処理、リサイクル（資源循環）」は
市⺠の関⼼の高い内容となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 伊達市の環境で関⼼のある分野 MA 

 
※「地球温暖化・気候の変動」の関⼼が高い要因として、CO２排出だけではなく、自由記述の

内容から 2016 年（平成 28 年）の台風被害を意識した方も多かったためと考えられます。 

45.2%

27.1%

6.4%

4.9%

22.1%

12.9%

4.1%

20.1%

6.9%

29.9%

17.6%

11.7%

35.4%

8.9%

8.8%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地球温暖化・気候の変動

エネルギーの有効活用(省エネルギー・再生可能エネルギーを含む)

オゾン層の破壊や酸性雨

野生生物種の減少

アライグマなど外来動物の増加

森林の減少

自動⾞や⼯場等による⼤気汚染

生活活動に伴う川や海の⽔質汚染等

ダイオキシンやアスベストなどの有害物質や化学物質の問題

廃棄物の処理やごみ減量化・リサイクルなどの問題

⼤気・騒音・振動・悪臭など身近な生活環境の問題

文化財や歴史的な遺産の保全・活用の問題

生活環境の清掃・美化、良好な景観の保全

環境問題への市⺠の意識啓発、学習や参加の機会づくり

環境保全に取り組む情報提供や連携のしくみづくり

その他 n=783
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②お住まいの地区の各環境分野の評価 
満⾜度と重要度を合わせて評価した際、重点的に改善が求められる分野（満⾜度が低く、重

要度が高い）は、「川のきれいさ」という自然環境の改善と、「街角のゴミの少なさ」、「空
き地・空き家の管理」という身近な⽣活環境の改善が特に求められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 18 各項目の満⾜度・重要度 MA  

(2)-①資源環境・衛生環境
満足度

（偏差値）
重要度

（偏差値）

1．近くの川・水辺にふれあえる機会や場が多い 39.42 33.65

2．川の水がきれい、ゴミが少ない 35.51 54.53

3．川の景色が良い、周りの景観と調和している 38.10 42.89

4．川で水生生物(昆虫や魚)、野鳥がたくさん見ら
れる

38.45 46.01

5．川の岸などで、危険な場所がなく近づきやすい 32.75 48.57

(2)-②お住いの地区の緑（森や農地、公園等）の
環境

満足度
（偏差値）

重要度
（偏差値）

7．近くの住宅地の庭・花壇がきれいなところがた
くさんある

48.82 32.62

8．近くの街路樹が豊かで管理も行き届いている 38.28 44.42

9．近くの公園が緑豊かで憩いの場となっている 40.26 48.33

10．近くの公共施設や事業所の緑・花がきれい 44.16 42.70

11．近くの農地がきちんと営農・管理されている 46.72 43.81

12．近くの山林の景色、四季の変化が良い 55.89 44.86

13．近くの自然豊かな山林で動植物が見られる 50.77 42.76

(2)-③住まいの周りの景観・美化
満足度

（偏差値）
重要度

（偏差値）

15．住宅地の家並みや庭が美しい 46.50 31.41

16．看板や広告物、サインなどが景観を阻害しな
い

52.47 39.54

17．街角でごみが散乱せずきちんと片付けられて
いる

46.64 60.67

18．地区周辺に美しい農村景観が広がっている 52.37 39.07

19．地区周辺に四季の森林や山並みが見られる 58.41 44.66

20．街なかの花壇や植栽などがきれいである 50.41 43.85

 

 

 

 

 

※選択肢 6,14,21,25,29,30,40 は全体的な満足度を図る 
ためのもので重要度は測定していないため、記載していません。 

(2)-④身近な大気の環境
満足度

（偏差値）
重要度

（偏差値）

22．近くで悪臭などがなく快適である 52.20 61.45

23．近くで自然(緑や潮など)の良い香りを感じる 45.30 47.73

24．近くの屋外でほこりやばい煙など大気の汚れ
は感じられない

56.26 60.49

(2)-⑤身近な音の環境
満足度

（偏差値）
重要度

（偏差値）
26．近所で生活騒音(テレビ等家電、ペットの鳴
き声、車の出し入れなど)が気にならない

60.30 51.87

27．近くの道路で、車の通行に伴う騒音や振動が
気にならない

52.91 52.25

28．近くの店舗等でのアナウンスや音楽など、営
業騒音が気にならない

70.37 51.20

(4)-①資源環境・衛生環境
満足度

（偏差値）
重要度

（偏差値）
31．周りでごみの分別・収集が適切に行われてい
る

63.48 65.53

32．リターナブル容器など繰り返し使用できる製
品が普及している

51.86 48.12

33．空き缶やペットボトル、紙類など再生資源回
収が積極的に行われている

69.69 64.36

34．下水やし尿の処理が適切に行われている 70.82 67.62

35．近くでは野焼きや不法投棄が見られない 56.77 65.06

36．近くでは空き家が見られない 44.52 51.78

37．空き地からの雑草・枝の張出しが気にならな
い

39.79 53.54

38．ハエや蚊、ペットの糞などが気にならない 42.71 59.21

39．有害物質など健康を害する要素が気にならな
い

57.09 65.42
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重点維持分野（満⾜度、重要度ともに高い）には、「悪臭」、「⼤気の汚れ」、「騒⾳関係」、
「有害物質」などの⽣活環境に関わるものと、「廃棄物」、「資源の再利⽤」など資源循環に
関するものが挙げられます。 

その他、満⾜度が特に低い（偏差値 41 未満）分野としては、「⽔辺環境」、「川の景色」、
「川の⽣息⽣物」などの川の環境に関するものと、「街路樹」や「公園」などの身近な緑に関
するものが挙げられます。 

 

③環境保全・配慮の取り組み 
1）実践している取り組み 

前回（第２次環境基本計画策定時）の取組状況と⽐べると、「いつも実施している」の割合
は減少しているものもいくつか⾒られるものの、全般的に増加していると⾔えます。 

 

 
図 19 各取り組みの、市⺠が「いつも実践している」割合 ＳA 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空き缶やタバコのポイ捨てをしない

犬を散歩させるときはふんの後始末をする

ゴミの分別はルールに沿って⾏う

再生資源物のリサイクルに協⼒する

傷んだ生活用具は修理して⻑く使う

生ゴミはコンポストで土に戻す

過剰包装は断る

レジ袋をなるべく自粛して自分の袋等を使う

お店の商品は伊達に近い産地のものを買う

合成洗剤は使わず、石鹸を使う

生ゴミや食用廃油は流しに流さない

庭や家庭菜園で化学肥料は使わない

庭や家庭菜園で農薬は使わない

お店ではエコマーク商品などを購入する

電気やストーブなどはこまめに消す

室内では厚着をして暖房温度を下げる

夜ふかしを避ける

近所には徒歩や自転⾞を使う

マイカーより公共交通機関を優先して使う

⻑時間の暖気運転やアイドリングはしない

環境問題に関する情報を収集する

環境問題を考える集まりなどに参加する

環境を守る社会活動に参加する

前回
今回
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「集まりに参加」や「社会活動に参加」など環境教育に関するものは、実践している割合が
少ないものの、実践するつもりの割合が高いことから、今後の意識啓発などによる底上げが重
要になります。 

その他、「天然素材の洗剤などを使う」、「エコマーク商品の購入」、「環境問題に関する
情報収集」、「廃⾷油の回収協⼒」などの潜在的な可能性がある分野は、実践者を拡⼤してい
くための取り組みを推進していくことが重要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 各取り組みの、実践度合い ＳA 

  

96.2%

76.0%

96.2%

88.9%

42.0%

28.4%

42.1%

73.6%

54.2%

56.2%

15.4%

86.1%

45.0%

18.7%

55.3%

67.7%

45.1%

46.3%

39.6%

11.1%

55.2%

13.7%

4.4%

5.5%

1.7%

33.2%

5.0%

2.1%
1.9%

3.1%

8.2%

43.2%

11.7%

39.5%

21.1%

36.8%

36.6%

33.1%

9.4%

25.1%

44.3%

32.6%

23.8%

39.5%

28.3%

29.6%

15.9%

27.3%

34.4%

12.1%

13.3%
0.9%

14.5%
1.0%

0.7%

5.5%
0.3%

1.6%

7.4%

13.7%

10.0%

3.0%

4.4%

6.0%

23.3%
2.5%

10.7%

21.0%

7.8%

4.4%

8.0%

12.7%

15.1%

18.1%

7.3%

29.7%

31.5%

31.2%

5.2%

21.1%

8.1%

0.3%

13.9%

0.5%

4.0%

23.8%
4.7%

0.8%

1.9%

0.8%

14.4%
1.4%

12.7%

5.4%
2.2%

2.5%

3.7%

6.3%

9.7%

29.8%
5.7%

8.1%

22.4%

22.3%

25.9%

14.1%

37.0%

0.7%

2.7%

0.4%

0.7%

3.3%

22.3%

3.7%

1.5%

2.6%

0.4%

13.8%

0.7%

6.4%

10.6%

2.2%

1.6%

3.7%

6.4%

6.0%

25.0%

4.5%

14.1%

29.7%

27.8%

66.3%

17.2%

48.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．空き缶やタバコのポイ捨てをしない(n=708)

2．犬を散歩させるときはふんの後始末をする(n=475)

3．ごみの分別はルールに沿って⾏う(n=735)

4．再生資源物のリサイクルに協⼒する(n=733)

5．傷んだ生活用具は修理して⻑く使う(リユース)(n=717)

6．生ごみはコンポストで土に戻す(n=707)

7．過剰包装は断る(n=708)

8．レジ袋をなるべく自粛して自分の袋等を使う(n=735)

9．お店の商品は伊達に近い産地のものを使う(地産地消)(n=723)

10．食材は使い切り、過度の食べ残しを出さない(n=735)

11．合成洗剤は使わず、天然素材の洗剤や石鹸を使う(n=716)

12．生ごみや食用廃油は流しに流さない(n=733)

13．庭や家庭菜園で農薬や化学肥料は使わない(n=684)

14．お店ではエコマーク商品などを購入する(n=700)

15．使用していない電化製品のスイッチはこまめに消す(n=734)

16．夏季は軽装をして過度に冷房機器に頼らない(n=730)

17．冬季の室内では厚着をして暖房温度を下げる(n=734)

18．夜更かしを避ける(n=732)

19．近所には徒歩や自転⾞を使う(n=730)

20．マイカーより公共交通機関を優先して使う(n=711)

21．⻑時間の暖気運転やアイドリングはしない(n=685)

22．環境問題に関する情報を収集する(n=701)

23．環境問題を考える集まりなどに参加する(n=711)

24．環境を守る社会活動に参加する(n=709)

25．自宅でペレットストーブを使用する(n=698)

26．廃食油の回収に協⼒する(n=717)

27．家庭で太陽光発電によるエネルギーを使用する(n=713)

いつも実践している 時々実践している 実践していないが実践するつもりだ 実践したくても実践できない状況だ 実践するつもりはない



 

21 

 

④計画への反映 
環境基本計画で扱うテーマに対して、市⺠意向調査での関⼼度、重要度・満⾜度などの結果

は、以下のように整理できます。 
 

 
図 21 市⺠意向の計画への反映 
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3. 前計画の検証（要点抜粋） 
前計画の具体的な取り組みについて、施策評価を⾏い、今後の施策の方向性を整理しました。 
基本的な施策は、継続していくことが望ましいと⾔えますが、市⺠ニーズや実現可能性等を考

慮し⾚字で示した内容については、一部もしくは全面的な⾒直しを図る必要があります。 
 

 
図 22 前計画の検証結果その 1 

 

A 資源循環
・ 3Rに関する取組 C 継続 定量
・ 不用品ダイヤル市 -- 継続 定性
・ 古紙・再生紙の使用 -- 全⾯的に⾒直し 定性
・ 堆肥センター、有機物再資源化センター事業 B 継続 定量
・ BDF（バイオディーゼル燃料） C 全⾯的に⾒直し 定量
・ 農業用廃プラスチックのリサイクル B 継続 定量
・ 産業廃棄物処理施設に関する協定書 -- 継続 定性
・ 産業廃棄物のリサイクル A 継続 定量
・ 下⽔道汚泥の有効利用 B ⼀部⾒直し継続 定量
・ ペットボトル再生品の調達 -- 継続 定性
・ ごみの適正排出と不法投棄防止 B 継続 定量

B 生活環境
・ ⼤気環境測定 B 継続 定量
・ ゴミの野外焼却、悪臭苦情の対応 B 継続 定量
・ 河川、海域⽔質測定 B 継続 定量
・ 河川等への流出防止の取組、家畜ふん尿の適正管理に関する確認、指導 -- 継続 定性
・ 処理区域内の⽔洗化促進の取組 -- 継続 定性
・ 公共下⽔道事業 -- 継続 定性
・ 浄化槽設置整備費補助⾦制度 -- 継続 定量
・ 廃止鉱⼭鉱害防止事業 -- 継続 定性
・ 乳幼児がいる家庭への取組 -- 継続 定性
・ 家畜ふん尿の適正管理に関する確認、指導 -- 継続 定性
・ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、匕素対策 B 継続 定量
・ 上⽔道（原⽔、浄⽔）の⽔質検査 -- 継続 定性
・ 伊達市土づくり推進協議会事業 A 継続 定量
・ 騒音、振動測定 B 継続 定量
・ 騒音苦情の対応 B 継続 定量
・ ゴミの野外焼却、悪臭苦情の対応 B 継続 定量
・ ダイオキシン類対策 A 継続 定量
・ アスベスト対策 -- 継続 定性
・ 文化財の保護と活用に関する取組 -- 継続 定性
・ 空き地等の雑草等の除去依頼 B 継続 定量
・ 住環境の緑化促進 -- 継続 定性
・ アダプトプログラム B ⼀部⾒直し継続 定量
・ 「市⺠総ぐるみ清掃の⽇、空き缶ゼロの⽇」運動 B 継続 定量
・ 河川景観保持の取組 -- 継続 定性
・ 花壇コンクール、花の種⼦の配布 -- 継続 定性
・ 既設公園の環境整備 -- 継続 定性
・ 記念樹⽊・保護樹⽊ -- 継続 定性
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図 23 前計画の検証結果その 2 

 

  

C 生物多様性

D 自然環境
・ 治⼭・保育事業の取組 -- 継続 定性
・ 森林育成事業 -- 継続 定量
・ 伊達市森林整備計画 -- 継続 定性
・ 森林の保全、育成事業 -- 継続 定性
・ ⽔資源の確保 -- 継続 定性
・ 回遊魚遡上への配慮 -- 継続 定性

E 地球温暖化
・ 伊達市職員元気あっぷデー B 継続 定量
・ 環境家計簿 C ⼀部⾒直し継続 定量
・ カーボン・オフセット（ペレットボイラーのJクレ） -- 継続 定性
・ ベジファーストプロジェクト -- 継続 定性

F エネルギー
・ 全庁的な取組（省エネ⾏動、設備の導入） 評価なし 継続 定性
・ LED防犯灯の導入促進 B 継続 定量
・ ⽊質ペレット消費拡⼤の取組 -- ⼀部⾒直し継続 定性
・ ⼆酸化炭素排出量削減の取組 B 継続 定量
・ 公共施設へのペレットストーブ、ペレットボイラー導入 -- ⼀部⾒直し継続 定量
・ ⽊質ペレットストーブ等の導入促進 B ⼀部⾒直し継続 定量
・ 小型風⼒発電設備に関するガイドライン -- 継続 定性
・ 伊達市次世代エネルギーパーク C ⼀部⾒直し継続 定量
・ クリーンエネルギー自動⾞ -- 継続 定性
・ 地中熱利用システム実証実験 -- ⼀部⾒直し継続 定性

G 環境学習
・ 生涯学習推進事業における・・・ -- 継続 定性
・ こどもエコ川柳 B 継続 定量
・ 各学校等における環境保全等の取組 -- 継続 定性
・ 樹勢回復講習会 -- 継続 定量
・ 市⺠活動への⽀援 -- 継続 定性
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4. 市⺠との意⾒交換 
（１）生活環境に関する意見 

テーマ 内容 提出意⾒ 
再使用、再利

用の推進 
・マイ箸がブームになった時期があったが定着しなかった。身近にできる取組に
関心をもって自分ごと化していくことが重要だと思います。 団体意⾒ 

ごみの分別 
・プラスチックごみなども可燃ごみとして扱っているなど、ごみの分別が他のまち
に⽐べて細分化されていないと思います。 

・ごみ問題は、小さい⾏動の積み重ねでずいぶん良くなると思います。 
団体意⾒ 

（２）自然環境に関する意見 

テーマ 内容 提出意⾒ 

生物多様性の 
理解向上 

・伊達市の生態系を把握し、保全すべきエリアの明確な線引きをすることを第
3 次計画に掲げるべきであると思います。 

・有珠⼭、有珠地区（海岸、海、善光寺などの森林）、⻑流川、谷藤川
渓谷、東⼭⼭系、⼤滝エリアでの保全施策が急務と思います。 

団体意⾒ 

外来種 ・昔はニホンザリガニがよく⾒られましたが、最近ではウチダザリガニがかなり繁
殖しているようでよく⾒かけます。 環境審議会 

マイクロ 
プラスチック 

・海洋汚染プラスチックが問題となっているため、まだゴミが⼤きなうちに取り除
く海浜清掃などを進めるよう関与してほしい。 団体意⾒ 

 

（３）地球環境に関する意見 

テーマ 内容 提出意⾒ 

CO2 排出量の
把握 

・市⺠の CO2 削減の取組を進めるため、実生活の中で○○をすると CO2 を
これ位削減できます、というような分かりやすいもの載せてほしい。 環境審議会 

・環境家計簿は有効な取組だと思うため、事業所も含めて継続してほしい。 
・全公共施設の CO2 排出量の実績を⼀覧表として⽰してほしい。 団体意⾒ 

⽊質ペレット 
・⽊質ペレットについて、最近は補助⾦も無くなり、⽊質ペレットストーブの導
入推進も停滞しているようだが、今後の事業の⽅向性が気になります。 環境審議会 

太陽光パネルの
廃棄 

・耐用年数を過ぎた太陽光発電のパネルの処分、廃棄のルールに関する取
り決めがあるかどうか調べてほしい。将来的に撤退したとき、そのまま放置さ
れれば不法投棄となるのではないかと思います。 

環境審議会 

 

（４）環境学習に関する意見 

テーマ 内容 提出意⾒ 

情報発信 

・審議会用資料は情報量が多いので字が小さく読みにくいため、市⺠に⾒せ
る用の資料はもっと⾒易く理解しやすいものとしてほしい。 環境審議会 

・広報など誌面での情報発信に加えて、SNS 等を活用した情報発信も⾏う
と良いと思います。 

・環境問題は分からないことが多いため、分かりやすい情報発信をしてほしい
と思います。 

団体意⾒ 

アンケート調査・ 
意⾒交換 

・アンケートで「⼦どもから⾼齢者が安心して暮らせるまち」とあるが、内容が抽
象的で分かりづらいため、今後⾏うことがあれば具体的にする⽅が良い。 環境審議会 

・同じ伊達市だが、⼤滝区との距離が縮まっていないと感じるため、そういった
⽅々との意⾒交換ができればと思います。 団体意⾒ 

環境教育 ・環境教育については、⼦供だけでなく、⼤人の生涯教育の内容にもしっかり
組み込んでほしい。 団体意⾒ 
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5. 計画策定のポイント 
（１）施策体系の見直し 

施策体系は、前計画同様に、「⽣活環境」、「自然環境」、「地球環境」の枠組みで整理し
ますが、よりわかりやすくすっきりとした内容にできるよう、その中で扱う内容を、「地球温
暖化」や「エネルギー」、「⽣物多様性」、「自然環境」など、テーマ毎にまとめる形で⾒直
します。 

 

 

図 24 施策体系の枠組みと扱うテーマ 

 
（２）取り組みに達成状況の見える化 

本市では、環境基本計画で位置付けた施策による具体的な取組の状況を定期的に公表してい
ますが、第２次伊達市環境基本計画では⾏動目標とすることとしていたため、定性的評価とな
り、定量的な評価がしにくいものが多く含まれていました（図 23、図 25 参照）。 

取り組みの進捗・達成状況をよりわかりやすく⾒える化する、評価しやすくするという意図
から、評価指標は極⼒、定量的なものへと⾒直します。 

 

 
図 25 前計画の検証結果（一部抜粋）  

A 資源循環
・ 3Rに関する取組 C 継続 定量
・ 不用品ダイヤル市 -- 継続 定性
・ 古紙・再生紙の使用 -- 全⾯的に⾒直し 定性
・ 堆肥センター、有機物再資源化センター事業 B 継続 定量
・ BDF（バイオディーゼル燃料） C 全⾯的に⾒直し 定量
・ 農業用廃プラスチックのリサイクル B 継続 定量
・ 産業廃棄物処理施設に関する協定書 -- 継続 定性
・ 産業廃棄物のリサイクル A 継続 定量
・ 下⽔道汚泥の有効利用 B ⼀部⾒直し継続 定量
・ ペットボトル再生品の調達 -- 継続 定性
・ ごみの適正排出と不法投棄防止 B 継続 定量
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（３）市民意向や社会動向を踏まえた施策のメリハリ 

本計画で取り扱う環境問題は、計画の範囲（図 3、図 26 参照）でお示ししたように、テーマ
が幅広く多岐に渡るとともに、問題の内容によっては、市⺠レベルで取り組める内容から、国
や世界レベルで取り組まなければならないものまであります。 

そのなか、市⺠の環境問題に関⼼のある分野は、地球温暖化・気候の変動やエネルギー、廃
棄物や清掃・美化などが挙げられます。重要度が高く満⾜度が低い「重点改善分野」や重要度
が高く満⾜度も高い「重点維持分野」は、循環資源や⽣活環境に関するものが占めているなど、
そのような市⺠のニーズを本計画に適切に反映していく必要があります。 

人口減少や少⼦高齢化の進⾏、⾏財政の逼迫が顕在化する中、限られた人材・財源を有効に
活かしていくためにも、重要となる施策をしっかりと⾒極め、取り組みを推進していきます。 

 

 
図 26 計画の範囲（再掲） 

 


